
阿
蘇
の
教
職
員
「
不
祥
事
防
止
」
心
得

阿
蘇
教
育
事
務
所

私
た
ち
は
、
阿
蘇
の
教
職
員
と
し
て
夢
や
志
を
持
ち
続
け
、
自
ら
の
研
鑽

を
通
し
て
、
教
師
と
し
て
、
社
会
人
と
し
て
、
資
質
向
上
に
努
め
る
と
と
も

に
、
児
童
生
徒
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て
学
校
教
育
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

不
祥
事
を
防
ぐ
に
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
の
自
覚
と
心
が
け
以
外
に
方
法

は
あ
り
ま
せ
ん
。

児
童
生
徒
、
保
護
者
、
地
域
住
民
か
ら
の
信
頼
は
、
日
々
の
私
た
ち
の
良

識
あ
る
行
動
か
ら
築
か
れ
ま
す
。

私
た
ち
は
、
教
職
員
と
し
て
次
の
十
訓
を
心
に
刻
み
、
熊
本
県
教
育
委
員

会
「
懲
戒
処
分
の
指
針
」
に
あ
る
不
祥
事
を
絶
対
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
し
ま

す
。

一

「
酒
を
飲
ん
だ
ら
乗
ら
な
い
、
乗
る
な
ら
飲
ま
な
い
」
、
「
飲
ん
で
も
翌

日
に
影
響
す
る
飲
酒
は
し
な
い
」
等
、
飲
酒
運
転
は
し
ま
せ
ん
。

二

制
限
速
度
等
の
交
通
法
規
を
遵
守
し
、
安
全
運
転
を
行
い
ま
す
。

三

法
令
等
に
違
反
す
る
わ
い
せ
つ
行
為
、
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

及
び
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
し
ま
せ
ん
。

四

児
童
・
生
徒
等
の
人
権
を
尊
重
し
、
教
育
的
愛
情
あ
ふ
れ
る
指
導
を
行

い
ま
す
。

五

「
愛
の
鞭
」
な
ど
に
名
を
借
り
た
体
罰
は
絶
対
し
ま
せ
ん
。

む
ち

六

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
認
識
を
深
め
、
公
簿
、
評
価
補
助
簿
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ

メ
モ
リ
ー
等
の
管
理
、
進
路
事
務
の
適
正
な
処
理
を
行
い
ま
す
。

七

学
年
費
、
学
級
費
、
部
活
動
費
等
の
公
金
は
適
正
に
管
理
し
、
執
行
し

ま
す
。

八

教
職
員
の
服
務
義
務
（
職
務
上
の
義
務
・
身
分
上
の
義
務
）
を
守
り
ま

す
。

九

組
織
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
気
軽
に
相
談
し
合
え
る
職
場
環

境
を
作
り
ま
す
。

十

総
実
勤
務
時
間
の
縮
減
に
努
め
、
子
ど
も
た
ち
と
真
に
向
き
合
う
時
間

を
増
や
し
、
児
童
生
徒
、
保
護
者
等
と
の
信
頼
関
係
の
も
と
に
、
地
域

と
と
も
に
あ
る
学
校
づ
く
り
に
取
り
組
む
教
職
員
を
目
指
し
ま
す
。


